
生駒市条例第７号 

生駒市体育施設条例の一部を改正する条例をここに公布する。 

平成２１年３月３０日 

生駒市長 山下 真  

 

生駒市体育施設条例の一部を改正する条例 

 生駒市体育施設条例（平成元年１２月生駒市条例第３１号）の一部を次のよう

に改正する。 

 別表第１のテニスコートの表中生駒市井出山テニスコートの項を削り、別表第

１のプールの表を削る。 

 別表第３のテニスコートの表中「生駒市井出山テニスコート」を削り、別表第

３のプールの表中「生駒市井出山プール」を削る。 

   附 則 

 この条例は、公布の日から施行する。 


